
  議案第２１号 

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則  

上記の議案を提出する。 

   令和７年５月１２日 

提出者 板橋区教育委員会教育長 長 沼  豊 

 

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則（平成１２年板橋区教育委員会規則 

第１２号）の一部を次のように改正する。 

  別記第３号様式中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

   付 則 

 この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

  

（提案理由） 

  刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定整備をする必要があ

る。 
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幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○幼稚園教育職員の期末手当に関する規則 ○幼稚園教育職員の期末手当に関する規則 

平成12年３月27日東京都板橋区教育委員会規則第12号 平成12年３月27日東京都板橋区教育委員会規則第12号 

第１条～第８条 略 第１条～第８条 略 

  

（一時差止処分の手続等） （一時差止処分の手続等） 

第９条 同右 第９条 教育委員会は、条例第29条第１項の規定による一時差止処分（以下

「一時差止処分」という。）を行おうとする場合は、一時差止処分の実施

に関する通知書（別記第１号様式）により、あらかじめ区長に通知し、協

議しなければならない。 

２ 同右 ２ 教育委員会は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受

けた者に一時差止処分書（別記第２号様式）を交付しなければならない。 

３ 条例第29条第５項に規定する説明書（以下「処分説明書」という。）の

様式は、別記第３号様式のとおりとする。 

３ 条例第29条第５項に規定する説明書（以下「処分説明書」という。）の

様式は、別記第３号様式のとおりとする。 

  

第10条～第15条 略 第10条～第15条 略 

  

別記第１号様式（第９条関係）～別記第２号様式（第９条関係） 略 別記第１号様式（第９条関係）～別記第２号様式（第９条関係） 略 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/3 

改正後 改正前 

別記第３号様式（第９条関係）

 
 

 

別記第３号様式（第９条関係）  
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改正後 改正前 

別記第４号様式（第９条関係） 略 別記第４号様式（第９条関係） 略 

  

付 則  

（施行期日）  

 この規則は、令和７年６月１日から施行する。  

  

 


